
●児童扶養手当
対象＝次の①～⑨のいずれかの条件に該当する児童
を監護している父または母や、父または母に代わっ
て養育している人※所得制限あり
①父母が離婚
②父または母が死亡
③父または母が重度の障がい者（障害者年金１級程
　度）
④父または母が生死不明
⑤父または母が１年以上遺棄
⑥父または母が１年以上拘禁
⑦父または母がＤＶ保護命令を受けている
⑧母が未婚
⑨孤児など
支給期間＝児童が18歳に達する年の年度末まで。た
だし、精神または身体に一定以上の障がいがある場
合は20歳未満まで。

※金額は所得額に応じて決定します。

　児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件に該当すると思わ

れる人で、認定請求をしていない場合はご相談ください。

問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐1150）、新里支所市民生活

課（☎74‐2904）、黒保根支所市民生活課（☎96‐2112）

●児童手当
対象＝高校生年代（平成19年４月２日以降生まれ）
までの児童を養育している人

※第３子以降は、年齢問わず、児童１人あたり月額
　３万円

●特別児童扶養手当
対象＝精神または身体に一定以上の障がいがある20
歳未満の児童を養育している人※所得制限あり

※障がいの程度により金額が異なります。

児童の年齢 児童１人あたりの月額

３歳未満 １万 5,000 円

３歳以上高校生年代 １万円

児童 月額

１人目 １万 1,010 円～４万 6,690 円

２人目以降

（1人あたり）
5,520 円～１万 1,030 円

等級 児童１人あたりの月額

１級 ５万 6,800 円

２級 ３万 7,830 円

　福祉医療費助成制度とは、加入する健康保険で
医療機関などを受診したときに、医療費の自己負
担額を助成する制度です。申請が必要ですので、
該当すると思われる人は事前に医療保険課医療助
成係へご相談ください。
対象＝次の①または②に該当する人
①18歳になる誕生日以後最初の３月31日までの

　子ども（４月１日生まれは18歳誕生日の前日
　まで）
②18歳になる誕生日以後最初の３月31日までの
　子ども（４月１日生まれは18歳誕生日の前日
　まで）を扶養している母子・父子家庭
問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎44‐
8267）

「福祉医療費助成制度」「福祉医療費助成制度」をご利用くださいをご利用ください

３. すべての人に健康と福祉を

「子育て世帯」対象の「子育て世帯」対象の
給付制度があります給付制度があります
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桐生市職員・消防職員採用試験
（令和８年４月１日採用）
▶桐生市職員
試験期日＝１月25日（日）
試験場所＝美喜仁桐生文化会館
申し込み＝１月14日（水）午後５時15分までに
専用フォームからお申し込みください。詳しくは、
右の二次元コードから市ホームページ
をご覧になるか、人材育成課（市役所
３階）、総合案内所（市役所１階）に
ある試験案内をご確認ください。
問い合わせ＝人材育成課人事給与担当（☎32‐

4157）
▶桐生市消防職員
試験期日＝１月25日（日）
試験場所＝消防本部
申し込み＝１月14日（水）午後５時15分までに
専用フォームからお申し込みください。詳しくは、
右の二次元コードから市ホームページをご覧にな
るか、消防本部総務課（消防本部庁舎３階）、桐
生消防署（消防本部庁舎１階）、総合
案内所（市役所１階）にある試験案内
をご確認ください。
問い合わせ＝消防本部総務課庶務係
（☎47‐1701）

職種 採用予定人数 対象 試験内容

上級土木
上級建築

各若干人 平成３年４月２日から平成 16年４月１日までに生まれた人 教養試験、専門試験

初級土木
初級建築

各若干人
平成 14年４月２日から平成 20年４月１日までに生まれた人。
ただし、大学卒業（見込みを含む）の人および４年制大学在籍
中の人は申し込みできません。

教養試験、専門試験

技能職員
（斎場火葬業務、土木
などの現場作業業務）

各１人程度 平成２年４月２日から平成 19年４月１日までに生まれた人 教養試験、書類審査

上級消防 若干人 平成 11年４月２日から平成 16年４月１日までに生まれた人
教養試験、適性検査、
体力試験

初級消防 若干人
平成 14年４月２日から平成 20年４月１日までに生まれた人。
ただし、大学卒業（見込みを含む）の人および４年制大学在籍
中の人は申し込みできません。

教養試験、適性検査、
体力試験

防災講演会を開催します

　　　　　　　　　　　平成27年９月に発生した
　　　　　　　　　　「関東・東北豪雨災害」で甚
　　　　　　　　　　大な被害を受けた根

ねしんでん

新田町内
　　　　　　　　　　会自主防災組織（茨城県常総
　　　　　　　　　　市）から講師をお招きします。
　　　　　　　　　　根新田町内会自主防災組織は
　　　　　　　　　　独自の防災活動により、地域
　　　　　　　　　　住民の逃げ遅れを大幅に防ぎ、
自助・共助の重要性を改めて実感させる取り組みを
行ってきました。
　今回の講演会では、実際の災害経験を踏まえた具
体的な防災対策や、住民との連携の工夫など、地域
防災の在り方について貴重なお話を伺います。
期日＝２月25日（水）

時間＝午後６時30分（受け付けは午後６時から）
場所＝美喜仁桐生文化会館小ホール
講師＝須賀英雄さん（常総市防災士連絡協議会会
長・根新田町内会自主防災組織事務局長）
対象＝地域の自主防災組織に関わる人、防災に関心
のある人
募集人数＝230人（予定）※定員を超えた場合は抽
せんの可能性あり
申し込み＝２月６日（金）までに、右下の二次元
コードからＥメール（bosai@city.kiryu.lg.jp）で防
災・危機管理課へ。Ｅメールの件名は「防災講演会
申し込み」とし、氏名・住所・電話番号を記入して
ください。電話（土、日、祝日を除く午前８時30
分～午後５時15分）またはファクシミ
リ（43‐1001）でも受け付けます。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・
危機管理担当（☎46‐1151）

須賀英雄さん須賀英雄さん

9 ☎桐生市の市外局番は0277


